
【現行】第４次障害者計画 第５次障害者計画（骨子案） 主な取組

＜施策の３本柱（Ⅰ～Ⅲ）＞

Ⅰ障害に対する理解と相互交流の促進 Ⅰ 障害に対する理解と相互交流の促進

　１ 障害者差別解消条例に基づく合理的配慮
　　 の提供の推進

　１ 障害者差別解消条例に基づく不当な差別の
　　禁止と合理的配慮の提供の推進【重点①】

・現行条例の改正
・民間への制度周知、支援

　２ 情報保障の推進【重点③】＜新規＞ ・障害分野のICT活用促進

　２ 障害者スポーツと文化芸術活動の振興 　３ 障害者スポーツと文化芸術活動の振興

Ⅱ 多様な障害に応じたきめ細かな支援 Ⅱ 地域における自立を支える体制づくり

　１ 早期支援体制の整備
　１ 様々なライフステージに応じた相談支援体
　　 制の充実【重点②】

・相談支援体制の整備促進

　２ 教育の振興 　２ 暮らしを支える福祉サービスの充実【重点②】
・地域支援拠点の整備促進
・日中支援ＧＨの整備促進

　３ 重症心身障害児（者）に対する支援の充
　 　実

　３ 施設や病院から地域生活への移行の促進

　４ 発達障害のある人に対する支援の充実 　４ 一人ひとりの特性に応じた就労の促進

　５ 精神障害のある人に対する支援の充実 　５ 地域での保健・医療体制の充実

　６ 難病のある人に対する支援の充実 　６ 施設の防災、防犯体制の充実

　７ 安心して暮らせるまちづくり

Ⅲ地域における自立を支える体制づくり Ⅲ 多様な障害に応じたきめ細かな支援

　１ 様々なライフステージに応じた相談支援
　　体制の充実

　１ 早期支援体制の整備

　２ 暮らしを支える福祉サービスの充実 　２ 教育の振興

　３ 施設や病院から地域生活への移行の促
     進

　３ 重症心身障害児（者）に対する支援の充実

　４ 一人ひとりの特性に応じた就労の促進 　４ 発達障害のある人に対する支援の充実

　５ 地域での保健・医療体制の充実
　５ 強度行動障害のある人に対する支援の
　　充実＜新規＞

・強度行動障害の専門人材
　の確保

　６ 施設の防災、防犯体制の充実 　６ 医療的ケア児に対する支援の充実＜新規＞ ・医療的ケア児の支援充実

　７ 安心して暮らせるまちづくり 　７ 精神障害のある人に対する支援の充実

　８ 難病のある人に対する支援の充実

次期計画の骨子案について（新旧対照）


